
都
留
市
空
き
家
バ
ン
ク
開
設
! !

市
内
の
空
き
家
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
市
内
の
空
き
家
を
有
効
活
用
し
、
定
住
促
進
や
地
域
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、「
空
き
家
バ
ン
ク
」を
開
設
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
空
き
家
を
所
有
す
る
方
で
、
売
却
や
賃
貸
の
希
望
が
あ
る
方
に
空
き
家
バ
ン
ク

に
登
録
し
て
い
た
だ
き
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
、
空
き
家
を
購
入
し
た
い
方
や
借
り
た

い
方
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。
市
内
に
空
き
家
を
お
持
ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
空
き
家
バ
ン
ク

へ
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す（
概
略
図
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

手
続
き
の
流
れ

①
売
却
や
賃
貸
を
希
望
さ
れ
る
空
き
家
の
所

有
者
は
、
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
申
込
書
と

誓
約
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

②
担
当
職
員
が
空
き
家
に
お
伺
い
し
、
所
有

者
立
ち
会
い
の
も
と
写
真
撮
影（
外
観
・
屋

内
）や
現
地
調
査
を
行
い
ま
す
。
所
有
者
の

立
ち
会
い
が
難
し
い
場
合
は
、
屋
内
の
写

真
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。

③
空
き
家
の
情
報
を
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。

④
所
有
者
に
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
決
定
通
知

書
を
送
り
ま
す
。

⑤
登
録
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
や
登
録

を
抹
消
し
た
い
場
合
は
、
空
き
家
バ
ン
ク

登
録
事
項
変
更
・
抹
消
届
出
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

⑥
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
空
き
家
を

購
入
ま
た
は
賃
借
し
た
い
方（
利
用
希
望
者
）

は
、
空
き
家
利
用
申
込
書
と
誓
約
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

⑦
空
き
家
利
用
希
望
者
の
申
し
込
み
が
あ
っ

た
場
合
、
登
録
者
に
通
知
し
ま
す
の
で
、

登
録
者
は
利
用
希
望
者
に
回
答
し
、
当
事

者
間
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
交
渉
や
契
約

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
者
の
意
向
に
よ
り
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
が
媒
介
を
す
る
場
合

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
と
空
き
家
バ
ン

ク
利
用
者
と
の
交
渉
や
契
約
に
な
り
ま
す
。

注
意
事
項

○
市
は
所
有
者
、
利
用
希
望
者
に
対
し
て
情

報
提
供
の
み
を
行
い
ま
す
。
交
渉
や
契
約

な
ど
の
斡
旋
や
仲
介
は
行
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
交
渉
や
契
約
な
ど
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て
も
市
は
関
与
し
ま
せ
ん
の
で
、

当
事
者
間
で
解
決
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
登
録
を
申
し
込
ま
れ
た
空
き
家
に
か
か
る
固

定
資
産
税
な
ど
が
滞
納
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
登
録
を
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
空
き
家
の
購
入
や
賃
借
を
希
望
で
き
る
の
は
、

市
外
に
居
住
す
る
方
で
、
自
身
が
都
留
市
に

定
住
ま
た
は
滞
在
す
る
目
的
に
限
り
ま
す
。

○
空
き
家
の
購
入
や
賃
借
に
際
し
て
、
農
地

法
な
ど
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
を
受
け
る

場
合
や
各
種
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
が
、
当
事
者
間
に
お
い
て
対
応
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

　

産
業
観
光
課　

商
工
観
光
担
当

「空き家バンク」概略図

空き店舗の情報が
市ホームページで閲覧できます
　市では、市内の空き店舗情報を
市ホームページに掲載しています。
注意事項　
①市は、空き店舗の情報を掲載し、
情報の提供をするもので、物件
の仲介・斡旋などはしません。
②市は、情報の提供または照会をす
ることにより利用者が被った損害な
どについては、責任を負いません。
問合先　産業観光課　商工観光担当
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